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資料１

～被災者意向等と事業計画～



第2回のテーマ

被災者意向と事業計画においては、

• 変化する被災者意向の把握

• スピード感が求められる中での合意形成

• 意向に応じた柔軟な事業計画への反映

など、「時間軸」と事業の関係がポイント

発災から事業実施まで、意向把握と事業計画への反映の

プロセスについて、実例を整理。

１. 将来に向けたメッセージの発信

２. ビジョンの共有

３. 意向把握方法

４. 事業計画への反映

５. 事業開始後の取組み
1



意向把握と事業計画反映の流れのイメージ（全体像）

初期対応段階 調査計画段階 事業計画段階 事業実施段階 事業完了段階

将
来
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

復興理念
土地利用の考え
方、復旧・復興

の目標時期

発災直後

避難所や親戚
宅、不明の場

合もあり

震災後６ヶ月

仮設住宅や仮
住居入居

震災後１年

復興全般アン
ケート（住民全

体を対象）
説明会や委員会

の開催

再建希望（流動
的）

復興計画

一体で計画策定した地区もあるが、
復興ビジョンを共有しながら意向把握

復興パターン方
針、基盤整備方
針（事業手法）

再建希望アン
ケート（地区住

民）
地区別説明会や
委員会の開催

再建希望（流動
的）

復興まちづく
り計画

想定事業の内容、
個人負担額のシ
ミュレーション

個別面談ヒアリ
ング

事業の合意
必要規模（流動

的）

事業計画

換地設計図、
使用収益開始時期

土地活用意向、換
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再建規模や換地先
（確定）

着工
(仮換地指定等)
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支援策が
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震災後１年～

意向の変化に合わせて事業計画変更
を複数回実施
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ジ
メ
ン
ト

提
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報

意
向
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査

回
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内
容

事
業
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2



１.将来に向けたメッセージの発信

将来に向けた首長等によるメッセージの発信（発災から1ヶ月程度）

• 具体的な復興計画等の提示の前に、避難所や仮住まいに身を
寄せる被災者に向けて、自治体が復興に向けて動いていると
いう力強いメッセージを発信する事例が見られた。
– 媒体としては、首長メッセージ、避難所訪問、自治体広報、FMなど。

• メッセージとあわせて、復興に向けたおおまかなスケジュー
ルや検討体制など、自治体の取組みの方向性を早期に示すこ
とで、復興計画の具体化プロセスへの円滑な導入につながる
可能性。
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初期対応段階 調査計画段階 事業計画段階 事業実施段階 事業完了段階



岩手県釜石市の復興宣言「撓まず屈せず」（2011.4.11）

●発災直後から市長が各避難所を周り市民との対話を繰り返すとともに、不撓不屈の想いを
メッセージとしてプレスリリース。

H23.3.16 避難所で市民に呼び掛ける野田市長

震災から1か月という時期に、釜石市野田市長から被災市民に向けて、「撓まず屈せず」という基本方針が力強い言葉で示された。

メッセージとともに「1.目指す方向性」と「2.復興まちづくりスケジュール」が示されている。

事例①
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（出典：復興復旧の歩み（令和2年4月 釜石市））



岩手日報などの地元新聞などでも頻繁に取
り上げられている。

岩手県釜石市のメディアを活用した情報発信事例②

●市役所の復興プロジェクトチームによるオープンなメディア対応や、地元記者が中心の合
同会社による「復興釜石新聞」発行など、マス・ローカル双方のメディアを活用し市民に
逐次情報提供。

2011.4.11 復興基本方針プレスリリース

初動期においてはNHKニュース等で毎日の
ように報道。

（例）・ＮＨＫスペシャル 東日本大震災巨大津波
いのちをどう守るか（2011.06.11）

・クローズアップ現代 釜石復興～再生への
格闘～（2011.09.12）

震災で休刊となった地元記者が中心となり合同会社釜石新聞社を設立。

「復興釜石新聞」の中に市の広報（市が当該部分の広告料支払）も含め市民に逐次情報を伝えた。

2011.5.4 復興キックオフWS

2011.6.11 復興PJWS 2011.7.8 復興まちづくり委員会

5

（出典：復興釜石新聞（特別縮刷版）発行：盛岡タイムス社）



2011.04.11

東松島市

「東日本大震災」

復旧・復興指針

宮城県東松島市の復旧・復興方針（2011.4.11）
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事例③

●発災から１ヶ月の節目に、復旧・復興指針として復興に対する基本的な考え方を提示。ま
た可能な限り目標とするスケジュールの提示や直近での行政の行動計画などを提示するこ
とで、被災市民の不安の抑制に努めた。

（出典：東松島市HP）



宮城県岩沼市の基本方針等情報発信（2011.4.25）
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●発災直後から、避難所訪問や災害FM放送を通じ、市長自身が精力的に市民への情報発信
を展開。約1ヶ月で基本方針を示すことで、行政の復興への考え方を市民に伝えた。

事例④

全世帯向け広報誌にて、市民への市長メッセージから、市内の状況（避難
者数、水道の復旧等）や各種制度・相談窓口等のお知らせまで幅広く発信。

井口市長ら避難所訪問 市長による災害FM放送(延べ209回放送)

（出典：
東日本大震災
岩沼市の記録
（発行：岩沼市）



２.ビジョンの共有
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復興に向けたビジョンの共有（発災から半年～１年程度）

• 多くの自治体が、被災自治体全体の復興の方針を定める「復
興計画」や、その下位計画として具体的な土地利用や整備手
法、住宅・事業所の再建の考え方等を定める「復興まちづく
り計画」等を策定（被災状況や地区の規模等により、両者を一体的に策定する場合もある）

• 計画策定にあたり、各自治体は、多様な主体の参画を求める
等、住民等の希望や意向の受け止め方に工夫。

• 計画に掲げた復興の道筋（ビジョン）を被災者等に「自分ご
と」として捉えてもらうことで、円滑に意向調査へ移行。

初期対応段階 調査計画段階 事業計画段階 事業実施段階 事業完了段階



行政主体の体制によるビジョン策定（宮城県南三陸町）事例①

●短期間で復興計画を策定するため、副町長や教育長、議会代表、関係行政機関、有識者で
構成される「震災復興計画策定会議」を設置し、計画策定された。

●また、被災住民の意見集約の場として「震災復興町民会議」（全5回）も行われた。

（出典：南三陸町HPより作成） 9

復興計画の策定や具体的施策
の調整・決定を図る。

広く住民の意見を反映させるた
め「震災復興町民会議」を別途
設けて復興計画への意見集約
を行っている。



第三者のコーディネートによる策定（宮城県石巻市北上地区）
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事例②

●行政機能も物的人的にも不足している中で、積極的に大学や民間団体の支援を受けながら
細やかに被災住民の意向を聞き復興ビジョンの策定を行った。

●支援にあたっては、第三者が入ることで「行政⇔被災住民」の構図になりにくく、特に女
性や学生など若い人が入ることで前向きな議論が出来た。

（出典：石巻市復興政策部理事 今野照夫様 提供（発災時：北上支所地域振興課長補佐））

行政だけでは十分な対応が困難な
場合もあるため、多様なリソースを活
用しながら丁寧に、根気よく被災住
民に情報伝達を行った。

また、相互間で十分な議論を行い、
「現在わかる範囲で伝えていく」こと
で信頼関係を構築した。

（提供：今野照夫様）

女子学生によりWSで出された住民の意見集約を行った



住民主体による復興ビジョンの策定（宮城県女川町）

被災住民の自らが復興を考える ～女川町復興連絡協議会（女川ＦＲＫ）の取り組み～

女川町復興まちづくりデザイン会議
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事例③

●発災1ヶ月後という早い段階から、商工会メンバーを中心に多様な産業で連携し、民間の
立場（女川FRK）としての復興計画・グランドデザインをまとめ、町に提出。行政側は、
それらと調整を図りながら、復興計画を策定した。

●さらに、調整されたビジョンを具体的な絵姿として発信し、共有化を図った。

若年層（還暦以下）を中心に被災住民自らが
復興の絵姿を描き上げ、共有できるビジョンを
基に復興に邁進。現職の須田町長もメンバーと
して参加（平成23年11月町長に就任）

（出典：女川町HP）

（専門家による具現化）

女川FRKから提案された「経済的復
興」、中心部の一体的な整備、防潮
堤で囲わないことなどは、行政側で
策定した復興計画の骨子として反映
された。



３.意向把握方法
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意向把握方法

• 復興に向けた希望・イメージを伺う説明会や、サンプル的な
アンケート調査から、具体の事業計画策定のための個別ヒア
リングまで、事業進捗の各段階で、各自治体は、調査手法、
提示する情報、聞き取る内容等を深化させている。
– 早期に具体的な支援策のイメージ等を提示する「情報プッシュ型」の

取組みや、家族全員の意向を聴きとる等の工夫も見られた。

• 各自治体とも、「早期の事業化」と「丁寧な意向把握」の両
立に苦慮しつつ、被災者等の意向を反映した事業計画へと収
れんさせていった。

初期対応段階 調査計画段階 事業計画段階 事業実施段階 事業完了段階



事業計画策定に向けた意向把握（宮城県石巻市（区画･防集））

●市街地・集落の復興と被災者の生活再建を早急に行うため、①復興に関する方針と事業の
並行的な検討と意見集約、方針と事業の整合化を図りながら②地区ごとで個別に情報提供
と意見集約を段階的に進めた。

事例①
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復
興
に
関
す
る
方
針

復
興
に
関
す
る
事
業

①並行的な検討と意見集約

震
災
復
興
基
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方
針

震
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想
案

市民アンケート

住民意見交換

市民
検討委員会
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復
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本
計
画パブコメ

②個別・地区別の情報提供と意見集約

基礎調査・概略検討

提案募集

整合化

詳細検討

震
災
復
興
実
施
計
画

今後の住まいに関する
アンケート

まちづくり（都市基盤整備）
アンケート

建築制限区域内町内会
との意見交換会

市
街
地
復
興
パ
タ
ー
ン

都市基盤復興計画に関する
住民との意見交換会

被災市街地復興推進地域
内事業説明会

区
画
整
理
事
業
・防
集
事
業
等
の
計
画
・設
計
・事
前
登
録

今後の住まいに関する
相談会（意向調査）

１ 移転対象区域内の
従前居住地毎の被災
世帯対象相談会（市街
地で５６地区）
２ 生活再建に関する意
向把握と相談
①今後の住まい（再建
方法、希望新市街地）
②災害公営住宅

被災市街地復興推進地域
内の地区単位住民組織に

よる協議

相談窓口（市役所）

相談窓口（湊・中央）

H24～H25.03

H24.2～3

H23.11

①H24.5～6 ②H24.11～12



事業計画策定に向けた意向把握（宮城県石巻市（区画･防集）)事例①
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●市域全体ではなく地区ごとの復興方針やスケジュール、その時点で提供できる生活再建支
援方策を提示した。

（出典：石巻市HP）

事業説明会で提示した、具体的な復興方針やスケジュール（湊地区）



事業計画策定に向けた意向把握（宮城県石巻市（区画･防集））事例①

15（出典：石巻市HP）

事業説明会で提示した生活再建支援方策（H23.11時点）



事業計画策定に向けた意向把握（宮城県石巻市（区画･防集）)
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事例①

●平成23年11月の事業説明会の内容をもとに平成24年5～6月に地区ごとの個別相談会を実
施。対象者に対して今後の住まい等に関しての意向確認を行った。

（出典：石巻市提供資料）

今後の住まいに関する相談
会は、毎月15日発行の広報
紙（復興特別号）に案内をの
せて周知を図り、相談会に
来やすい雰囲気づくりを行っ
ている。



○意向調査対象地区
市全体を市街地部、

半島部の各地区に区分
し意向把握を行ってい
る。

【市街地部】
①釜・大街道地区
②南浜・門脇地区
③湊地区
④渡波地区

【半島部】
①北上地区
②河北地区
③雄勝地区
④本庁・半島
⑤牡鹿地区

○区画整理事業・防
集事業想定地区

【市街地部】
①蛇田地区（新）
②渡波地区（新）
③その他（既成）

【半島部】
①二子地区（新）
②追波地区（新）

事業計画策定に向けた意向把握（宮城県石巻市（区画･防集））
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事例①

●意向調査結果から各地区で行う事業概要を取りまとめ、住民再建意向から石巻市全体の復
興の絵姿を示すとともに、地区間の人口移動を確認することで、各事業の規模を確定。

●各事業段階で被災者の意向把握に努め、市全体の事業調整を行った。

平成24年5～6月の調査結果をもと石巻全体の再建意向を整理（H24.9）
（出典：石巻市提供資料）



事業計画策定に向けた意向把握（宮城県石巻市（区画･防集）)
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事例①

●平成24年11～12月には再び個別相談会を実施。支援制度等が確立してきた事により、再
建に必要な費用など、より具体的な内容を相談会で示した。

（出典：石巻市提供資料）

住宅再建費用など、具
体的な話の相談となる
ためプライバシーに配慮
した個別ブース形式に
より実施している。



事業計画策定に向けた意向把握（宮城県石巻市（区画･防集））事例①

新蛇田地区復興土地区画整理事業
（H24.7事業認可）

19（出典：石巻市提供資料）

●意向調査結果を受けて、石巻市市街地部では「新蛇田地区」「新渡波地区」などの事業認
可をとり、その後も意向結果に合わせ随時事業計画の変更を行っている。

新渡波地区復興土地区画整理事業
（H24.12事業認可）



具体的な再建プランの提示（宮城県東松島市（防集））事例②

（出典：東松島市提供）

●早くから（H23.4.11指針内）防災集団移転促進事業を検討し、被災者に、具体的な再建費
用など明確な再建プランを提示したことにより、早期の事業化を実現。
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200戸以上と規模の大きい団地となったが、
他の大規模な住宅団地と比較しても、計画策
定までの期間が短く、早期に意向をまとめるこ
とができた。



被災者意向の丁寧な収集（宮城県石巻市北上地区）
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事例③

●「官」「学」「プロ」「ボランティア」そして「住民」が一体となり、また、世帯主の意
向だけではなく“家族全員”の意向を聞くため、主婦層を中心とした意見集約を実施。

（出典：石巻市復興政策部理事 今野照夫様 提供（発災時：北上支所地域振興課長補佐））

専門家・ボランティアの協力のもと、主婦層を中心に率直な意見交換
が行われた。

“生活”の視点に立った細やかな意見や、近隣世帯との関係性など
「家族」単位での意見集約・検討が可能となり、愛着を持って生活再
建できるような復興まちづくりのベースとなった。

主婦を中心にワークショップを行う

ワークショップ
で話し合われた

テーマ

（提供：今野照夫様）
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※詳細については、第3回で検証。

事業計画への反映

• 被災者意向は提示される情報や時期によって変化。

• 各自治体は、その結果を可能な限り反映させつつ各市街地復
興事業の規模を設定。
– 反映の手法としては、事業の段階的実施、事業の組み換え、規模の縮

小等など地域の実情に応じて様々。

４.事業計画への反映

初期対応段階 調査計画段階 事業計画段階 事業実施段階 事業完了段階
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2,200 2,200 2,200 2,200 1,900 1,900 

1,350 1,270 1,090 1,090 1,090 980 980 

580

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H30.4 H31.4

公営住宅（新蛇田） 公営住宅（南） 防集団地（新蛇田）

防集団地（南） 防集団地（南第２）

公営住宅
業務用地

公営住宅

防集団地 防集団地

【当初計画】 【最終計画】

合同庁舎

業務
（JA)公園拡充

（新駅）
駅前広場

駅前商業

公営住宅

公営住宅

公営住宅
公営
住宅

公営住宅

沿道商業

沿道
商業

新蛇田地区

H25.4 当初認可

H25.4 認可前 構想段階

H25.4 認可前 構想段階

防集団地
廃止

新蛇田南
第二地区

新蛇田南
地区

区画整理地区内計画人口の推移

段階的な事業着手（宮城県石巻市 新蛇田・新蛇田南・新蛇田南第二）事例①

●新蛇田では3地区に区分した区画整理区域とし、需要を見ながら各地区を段階的に認可し
た。また、災害公営への再建要望の変化を受けて、住宅団地の規模を縮小。

●市街化率の高い住宅市街地が完成するとともに、土地利用変更により住民の生活を支える
公益機能も充実。

23（出典：石巻市提供資料）



需要に応じた事業の早期実施（宮城県女川町）

西区

桜が丘 清水・
日蕨

ずい道

運動場西

駅北女川

女川駅

総合運動公園

地域医療センター 商業エリア

荒立地区

陸上競技場
跡地地区

H24.9事業認可
H27.3換地処分

H24.9事業認可
H26.3換地処分

中心部地区

H25.3事業認可
R1.12換地処分

24

事例②

●一体的に整備される地区の中でも、需要が確実で土地利用が明確かつ早期造成可能な地区
から先行的に事業認可を取ることで、3年以内の住宅再建を可能にした。

「中心部地区」「荒立地区」「陸上競技場跡地地区」を一体的に整備。

特に早期造成が可能な「荒立地区」「陸上競技場跡地地区」から優先的に事業認可。

（出典：女川町まちづくりデザインのあらまし）

先行的に事業認可



事業規模の見直し（宮城県名取市閖上地区（区画））

住民意向調査（H24.2）
現地再建意向：59.5％

閖上地区被災市街地
復興土地区画整理事業

都市計画決定（H24.3）

第１回 個別面談
（H24.7~9）

現地再建意向：34.1％

防災集団移転促進事業の適用
事業区域（居住区域）の縮小

第2回 個別面談
（H25.4~5）

現地再建意向：25.0％

防集事業の適用区域の拡大
事業区域（居住区域）の再縮小

閖上地区被災市街地
復興土地区画整理事業
事業認可（H25.11） 25

事例③

●事業制度や支援制度が変更するごとに再建に係る費用負担など判断を促す資料を提示しな
がら個別面談を実施し、適正な事業規模とするため現地再建希望者数の把握に努めてい
る。

（出典：名取市住民説明会資料）

各個別面談前の説明会で
は住宅再建に掛かる費用
負担のモデルプランを示し
被災者判断を支援する資
料を出している。

各支援制度ごとの上限額と
実質支援額の誤解がみら
れたため、第二回の毛別面
談前ではモデルプランごと
の被災者負担額の提示だ
けとしている。

意向調査毎に既再建者が
増える等、現地での債権者
が減少してきた。



事業規模の見直し（宮城県名取市閖上地区（区画））

事業区域 約78.2ha

計画人口 3,500人

事業区域 56.8ha（47％）

計画人口 2,400人（44％）

閖上, 
550, 
34%

閖上外, 
835, 
52%

不明・無

回答, 
228, 
14%

閖上, 
447, 
25%

閖上外, 
840, 
46%

不明・未

回答, 
524, 
29%

生
活
再
建
意
向
把
握

第1回個別面談（H24.7～8）

第2回個別面談（H25.4～5）

26

事例③

●個別面談結果に基づき、住宅再建場所や土地の売却意向に対応するため、防集事業区域を
拡大し、適正な事業規模へと土地区画整理事業区域の縮小を行っている。

（出典：名取市住民説明会資料）

事業区域 121.8ha

計画人口 5,500人

当初（都市計画決定時）

個別面談を受けて防集事
業の適用を決定

現地再建数の減少、土地
売却意向の増加を受け、防
集事業区域の拡大を検討

第１回個別面談後

第２回個別面談後



H23.3 発災

H23.5 復興に向けた市民意向調査（Ａ）

H23.10 復興計画策定

H24.7～8 土地利用に関するアンケート（Ｂ）

H24.10 区画整理都決（当初）

H25.5 区画都決変更、津波都決

H25.7～8 区画認可(8月)、津波認可（7月）

H25.8 換地申出（Ｃ）

H26.6 仮換地指定

H26.5～6 津波 都決変更、事計変更

H27.3 マッチング開始

H27.9 土地活用意向調査（Ｄ）

H27.12 ㈱キャッセン大船渡設立

■大船渡駅周辺地区 意向把握時期

Ａ：復興に向けた市民意向調査

設問項目
● 属性
居住地域、年齢、性別、世帯人数、職業、居住形態
（持ち家、賃貸アパート等）

● 避難場所、被害状況と暮らしの不安
● 被災した住宅の再建予定（理由）
● 復興への期待・災害への備え
● 自由意見

調査時期：H23年5月（発災～復興計画）
対象：全市
方法：無記名アンケート

■大船渡駅周辺地区 意向把握内容

Ｃ：換地申出

設問項目
● 換地希望先
● 自由意見

調査時期：H25年8月
対象：区画整理地権者
方法：申出方式（任意）

Ｂ：土地利用に関するアンケート調査

調査時期：H24年7～8月（区画整理都決（10月）直前）
対象：区画整理予定地区内土地所有者
方法：記名アンケート

設問項目
● 土地利用意向（自己利用、賃貸、売却等）
● 地区内居住意向
● 住宅再建方法（自力、防集移転、災害公営等）
● 店舗・事業所再建場所

Ｄ：土地利活用意向調査

調査時期：H27年9月（仮換地指定以降）
対象：区画整理予定地区内土地所有者（除く津波拠点）
方法：記名アンケート

設問項目
● 土地利用意向（自己利用、賃貸、売却等）
● 地区内居住意向
● 住宅再建方法（自力、防集移転、災害公営等）
● 店舗・事業所再建場所

意向を踏まえた複数事業の連携（岩手県大船渡市大船渡駅周辺地区）

27

●発災直後、事業化前、換地設計時、宅地完成時など、段階的・継続的に、意向調査を実施
することで、事業のフェーズごとの意向を把握。

事例④



事例④ 意向を踏まえた複数事業の連携（岩手県大船渡市大船渡駅周辺地区）

区画整理中抜き＝津波拠点

津波拠点（白は中抜き）

■ 事業規模等の変更経緯

区画整理 37.8ha

津波復興拠点 －

区画整理 33.8ha

津波復興拠点 2.3ha

区画整理 33.8ha

津波復興拠点 7.7ha

当初計画

第１回変更

第２回変更

●点在する売却希望者の土地を区画整理の申出換地により集約し、そのエリアを津波復興拠
点区域に含めることで売却意向に応えるといった事業の組合せにより、地権者意向を柔軟
に事業に反映。

当初、土地区画整理事業として対
象区域全域を都市計画決定

地権者売却意向を受け津波復興
拠点として先行買収区域を指定

申し出換地により所有意向の土地を集
約誘導し、売却意向に対応する区域を
拡大

意向調査をもとに地権者売却意向をふまえ、土地区画
整理事業（換地手法）と津波復興拠点整備事業（用地
買収）を組み合わせることで、多様な権利者ニーズに
対応した事業を実施。

（出典：大船渡市提供資料） 28



５.事業開始後の取組み

29

事業開始後の取組み

• 事業開始後は、戻る意志のある被災者等の意欲が事業期間中
に減退しないような取組や、当面の利用計画のない土地の活
用を図るための取組等が見られる。

初期対応段階 調査計画段階 事業計画段階 事業実施段階 事業完了段階



地元組織主体の情報提供や広報（福島県いわき市豊間）

地元組織による土地情報の提供と立地希望問い合わせへの紹介
～地域の持続性と賑わいの創出～

＜地元工務店等による子育て情報や空き宅地紹介のパンフレットの作成＞＜組織体制＞

30

事例①

●いわき市内の宅地不足や土地高騰化を踏まえ、子育て世代を招き入れ、地元に賑わいを取
り戻すために、空き宅地情報の提供や住まいづくりのアドバイス等を行っている。

土地所有者への意向調査の結果、住宅再建の見込みが50 戸を下回ることが分かり、このままでは限界集落になってしまうとい
う危機感から、地元が主体的に現地見学や地区情報や空き宅地の紹介パンフレット作製などの広報に取り組んでいる。

（提供：ふるさと豊間復興協議会資料）



利用意向把握と土地利用バンク（宮城県気仙沼市鹿折・南気仙沼）

鹿折、南気仙沼地区
復興まちづくり事業者等
エントリー制度
～土地区画整理事業区域内での
地権者土地利活用意向と需要者の
マッチング制度～

●土地活用を希望する土地所有者に対して、土地を探している事業者や個人等を紹介し、円
滑な土地利活用が促進されることを目指す。

●気仙沼市では、市町村が引き合わせを行い、マッチング後の契約交渉は契約者同士に任せ
ることで、簡略的なオープンマッチングを実現。

気仙沼市では、区画整理事業のか
なり早い段階から実施したことで、土
地利活用の促進につながった。

事例②

（出典：気仙沼市 復興まちづくり事業者等エントリー制度パンフレット） 31



利用意向把握と土地利用バンク（岩手県大槌町町方･赤浜･安渡･吉里吉里）

市町村と宅地建物取引業者の協定による土地情報の提供と立地希望問い合わせへの紹介

32

事例③

●大槌町では、宅建協会と協定締結し、役割分担のもと、マッチングから契約交渉まで宅建
業者と契約者同士に委ね、行政の関与を低減したオープンマッチングを実現。

●加えて、本制度を利用した場合に宅地取得費用と住宅建設費用の補助が受けられる制度を
併せることにより、土地区画整理事業地内の空き地の解消を図る。

（出典：大槌町HPより作成）

大槌町空き地バンク制度
にかかる補助制度

区画整理地内の土地に住宅
建設する場合

補助額：100万円

空き地バンクを利用して宅地
取得する場合

補助額：100万円
※100万円未満の場合は取得額

さらに

宅地取得補助

住宅建設補助



意向把握と事業計画反映の流れのイメージ（全体像）(再掲)

初期対応段階 調査計画段階 事業計画段階 事業実施段階 事業完了段階

将
来
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向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

復興理念
土地利用の考え
方、復旧・復興

の目標時期

発災直後

避難所や親戚
宅、不明の場

合もあり

震災後６ヶ月

仮設住宅や仮
住居入居

震災後１年

復興全般アン
ケート（住民全

体を対象）
説明会や委員会

の開催

再建希望（流動
的）

復興計画

一体で計画策定した地区もあるが、
復興ビジョンを共有しながら意向把握

復興パターン方
針、基盤整備方
針（事業手法）

再建希望アン
ケート（地区住

民）
地区別説明会や
委員会の開催

再建希望（流動
的）

復興まちづく
り計画

想定事業の内容、
個人負担額のシ
ミュレーション

個別面談ヒアリ
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事業の合意
必要規模（流動

的）

事業計画

換地設計図、
使用収益開始時期

土地活用意向、換
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（確定）

着工
(仮換地指定等)
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震災後１年～

意向の変化に合わせて事業計画変更
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内
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参考：意向把握と計画人口の推移のイメージ

※１ 本グラフは住宅系の区画整理事業50地区について、当初から換地処分までの計画人口の推移の傾向
を示したものであり、各地区の事業計画変更回数や事業期間等とは一致しない。

※２ 検討当初の計画人口は、発災直後の調査で設定したものや、事業計画策定にあたり作成したものなど、
地区により異なる。

計画人口（人）

時間経過

当
初 事

業
認
可

（
（
意
向
調
査
）

事
業
計
画
変
更

（
（
意
向
調
査
）

事
業
計
画
変
更

換
地
処
分
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まとめ
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得られた教訓

• 被災者意向は変化するということを念頭に、即地的・継続的
な意向把握が必要。

• 意向把握にあたっては、想定される具体的な生活再建プラン
を複数案提示することが重要（限定的なプランの提示は、後
々の不信感や手戻りにつながる可能性）。

• 市街地復興事業の計画策定にあたっては、被災者意向が変化
することを前提とし、段階的実施や事業の組み換え等により
柔軟性を持たせることが重要。（※詳細は第３回で検証）

• 事業実施後は、帰還意向の維持や新たな意向喚起へと転換す
ることとなる。エリマネ組織の設立等、取組みの早期開始が
有効。


